
かながわ選挙啓発動画コンテスト 作品募集要綱 

 

１ 目的 

動画の制作を通して若者をはじめとした有権者の選挙への理解や関心を深める

こと及びその動画を活用した啓発活動により投票率の向上に資することを目的とし

ます。 

 

２ 主催 

神奈川県明るい選挙推進協議会及び神奈川県選挙管理委員会の共催 

 

３ 応募資格 

県内に在住、在勤又は在学している小学生以上の個人又はグループ（プロ・ア

マ問わず）とします。 

 

４ 募集期間 

募集期間は、かながわ選挙カレッジ実習生及び主催者が協議のうえ決めるもの

とします。 

 

５ 応募方法 

  次の手順により応募してください。 

①ギガファイル便（https://gigafile.nu/）等のファイル転送サービスに動画フ

ァイルをアップロードしてください。 

②e-kanagawa電子申請（電子申請システム）の「かながわ選挙啓発動画コンテス

トへの応募」（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=59099）にアクセスし、必要事項を入力し

てください。（電子申請システムの利用者登録をしなくても利用可能です。） 

 

６ 募集作品 

（１）テーマ 

「あなたの１票で社会が変わる、未来を決める～選挙のイメージを変えろ～」 

若者をはじめとした有権者の選挙に対する意識を向上させ、１８歳、１９歳

ひいては有権者全体の投票率向上につながる作品を募集します。 

（２）動画の長さ 

１０～１５秒程度 

（３）規格 

①実写動画、アニメーション、静止画編集、ＣＧ等は問いません。 



②動画のファイル形式はＭＰ４、ＡＶＩ、ＭＯＶ、ＷＭＶとします。 

③画面解像度は１２８０×７２０ピクセル以上を推奨します。 

④画面縦横比は１６：９（横向き）とします。 

⑤動画のファイルサイズは、１００ＭＢ以下とします。 

（４）応募総数 

   上限はありません。ただし、入賞作品は１点までとします。 

 

７ 審査選定 

かながわ選挙カレッジ実習生及び主催者で審査を行ったうえで、次のとおり選

定します。 

  ・最優秀賞  １作品（賞品Amazonギフト券５万円相当） 

  ・優秀賞   １作品（賞品Amazonギフト券３万円相当） 

  ・佳作   １作品 

  ・カレッジ生特別賞 １作品 

  ・参加賞   応募者全員（グループの場合は代表者のみ） 

 

８ 審査選定基準 

次の項目において評価を行います。 

  ①若者の投票意識向上に資する内容であるか 

  ②興味関心を引く内容か 

  ③広く理解され受け入れられる内容か 

④独自性があるか 

 

９ 結果発表 

令和６年２月下旬頃に受賞者名と作品を県ホームページで発表及び報道機関に

発表するとともに、受賞者には書面で通知します。 

 

10 表彰式 

  日時：令和６年２月下旬から３月上旬頃 

  場所：神奈川県庁内（神奈川県横浜市中区日本大通１） 

 

11 問合せ先 

  〒２３１－８５８８ 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

  神奈川県選挙管理委員会 

  電 話 ０４５－２１０－３１７９ 

 



12 留意事項 

（１）18 歳未満の方が応募される場合は、保護者の同意を得た上で応募してくださ

い。 

（２）以下の作品は審査対象外とします。 

  ・公序良俗に反するもの 

  ・公職選挙法等の法令に抵触するもの 

  ・政治活動、営利活動、宗教活動、個人的な思想信条の主義主張を主目的とする

もの 

  ・第三者を誹謗中傷、批判、差別し、人権を侵害する、又はその恐れがあるもの 

  ・個人のプライバシーを侵害する、又はその恐れがあるもの 

  ・その他テーマにふさわしくない表現が含まれているもの 

（３）応募作品の著作権は、原則として応募者に帰属します。ただし、主催者及び主

催者が認める者は、選挙啓発を目的として、応募作品を永続的に無償で使用する

こと、また応募作品を再編集して使用することができるものとします。（応募者

は、応募をもってこれを許諾したものとします。） 

（４）上記（３）の条件は、応募作品の著作権やパブリシティ権（放映権や出版権等）、

二次著作権（翻案権）が第三者に移転した場合も継承されることとします。この

ため、応募者は応募作品を第三者に有償・無償の別を問わず譲渡もしくは貸与す

る場合には、応募者の責任において第三者との間でこの旨の事項を盛り込んだ

契約を締結してください。 

（５）応募作品に関するすべての著作物が、制作者並びにその関係者以外の第三者の

権利を侵害していないものとしてください。 

（６）応募作品の権利が複数に渡る場合は、代表者にその権利が帰属する、または代

表者が権利処理を行えるものとしてください。 

（７）既存のキャラクターやシナリオ、音楽等を使用する場合は、応募者の責任であ

らかじめ著作権を有する原作者等の使用許諾を得てください。 

（８）著作権フリー素材を使用する場合は、各素材の使用規約に従ってください。 

（９）応募作品は応募者自身が制作したオリジナルのものに限ります。過去に制作し

た作品でもご応募いただけますが、過去に他のコンクール等において入選や受

賞した作品や、現在他のコンクール等にも応募中の作品、他に応募予定のある作

品は応募をご遠慮ください。またご自身の SNS で公開済みのものもご遠慮くだ

さい。 

（10）応募作品の制作に際して起こった事故その他一切のトラブル、第三者から権利

侵害や損害賠償を主張された場合、主催者は一切責任を負いません。 

（11）応募作品及び応募用紙は返却しません。 

（12）応募に伴う機材・通信等の費用は、すべて応募者のご負担となります。 

 

 

 



13 その他 

（１）応募の際に提出された個人情報は、本事業の実施・運営のために利用するほか、

主催者に関係する各種情報提供の目的にのみ利用します。 

（２）本要綱に記載されていない事項について、主催者が決定、実施します。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年８月 31日から施行する。 


